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１．運転中のプラント（設備容量 8 基 計 773.8 万 kW） 

        項 目 

発電所名 
現状 

利用率・稼働率（％） 発電電力量（億 kWh） 

令和２年度 運開後累計 令和２年度 運開後累計 

日本原子力発電㈱ 

敦 賀 発 電 所 
２号機 

定期検査中 
(H23.8.29～未定) 

０．０ 

  
０．０ 

５７．０ 

 
５７．０ 

０．０ １,９２２．９ 

関 西 電 力 ㈱ 

美 浜 発 電 所 
３号機 

定期検査中 
(H23.5.14～未定) 

０．０ 

 
０．０ 

５６．６ 

 
５７．１ 

０．０ １,７８０．２ 

関 西 電 力 ㈱ 

大 飯 発 電 所 

３号機 
運転中 

起動：R 元.6.26、並列：R 元.6.28 

営業運転再開：R 元.7.23 

１０３．９ 

 

１００．０ 

６６．５ 

 
６６．３ 

８．８ １,９５１．１ 

４号機 
運転中 

起動：R 元.9.13、並列：R 元.9.15 

営業運転再開：R 元.10.10 

１０３．２ 

 
１００．０ 

６９．１ 

 
６８．７ 

８．７ １,９４８．０ 

関 西 電 力 ㈱ 

高 浜 発 電 所 

１号機 
定期検査中 

(H23.1.10～未定) 

０．０ 

 
０．０ 

５５．９ 

 
５６．３ 

０．０ １,８３８．６ 

２号機 
定期検査中 

(H23.11.25～未定) 

０．０ 

  
０．０ 

５６．５ 

 
５６．９ 

０．０ １,８１９．２ 

３号機 
定期検査中 

(R2.1.6～R2.12 下旬予定)

０．０ 

 
０．０ 

７１．３ 

 
７０．４ 

０．０ １,９１９．７ 

４号機 
運転中 

起動：R2.1.30、並列：R2.2.1 

営業運転再開：R2.2.26 

１０６．２ 

 
１００．０ 

７０．３ 

 
６９．６ 

６．６ １,８７２．５ 

 合 計 
４３．５ 

 
３７．５ 

６２．４ 

 
６２．０ 

２４．２ １５，０５２．６ 

 

(注１) 利用率・稼働率・電力量は令和２年４月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て 

 

 

 

 

 

 

  

原子力発電所の運転および廃止措置状況 

原 子 力 安 全 対 策 課 

令和２年５月１日現在 

（上段）設備利用率＝            ×100（％） 
発電電力量 

 
認可出力×暦時間 

発電時間 
 

暦時間 
（下段）時間稼働率＝            ×100（％） 
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２．各発電所の特記事項（令和２年５月１日時点） 

（１）運転中のプラント 

 

（２）廃止措置中のプラント  

発電所名 特記事項 

ふげん 
廃止措置中（H20.2.12 ～ ） 

・原子炉建屋内機器等の解体撤去作業中（R元.7.1 ～ ） 

もんじゅ 

廃止措置中（H30.3.28 ～ ） 

・燃料体の取出し作業（炉外燃料貯蔵槽から燃料池へ移送）（R 元.11.15） 
燃料出入機の手入れ等（R元.11.15 ～ R2.2.4） 

炉外燃料貯蔵槽から燃料池への移送作業（R2.2.5 ～ ） 

敦賀１号機 廃止措置中（H29.4.19 ～ ） 

美浜１号機 
廃止措置中（H29.4.19 ～ ） 

・２次系設備の解体撤去作業中（H30.4.2 ～ ） 

美浜２号機 
廃止措置中（H29.4.19 ～ ） 

・２次系設備の解体撤去作業中（H30.3.12 ～ ） 

大飯１号機 

廃止措置中（R元.12.11 ～ ） 

・２次系設備の解体撤去作業中（R2.4.1 ～ ） 

・系統除染作業中（R2.4.1 ～ ） 

大飯２号機 

廃止措置中（R元.12.11 ～ ） 

・２次系設備の解体撤去作業中（R2.4.1 ～ ） 

・系統除染作業中（R2.4.1 ～ ） 

  

発電所名 特記事項 

敦賀２号機 
第 18 回定期検査中（H23.8.29 ～ 未定） 
（一次冷却材中の放射能濃度上昇により、平成 23 年５月７日 17 時発電停止、20 時に原子炉停止） 

美浜３号機 
第 25 回定期検査中（H23.5.14 ～ 未定） 
・発電停止（H23.5.14 11:00）、原子炉停止（H23.5.14 12:59） 

高浜１号機 
第 27 回定期検査中（H23.1.10 ～ 未定） 
 ・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20） 

高浜２号機 
第 27 回定期検査中（H23.11.25 ～ 未定） 
・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止（H23.11.26 02:26） 

高浜３号機 

第 24 回定期検査中（R2.1.6 ～ R2.12 下旬予定） 
・発電停止（R2.1.6 11:05）、原子炉停止（R2.1.6 13:27） 

〇蒸気発生器伝熱管の傷 

 ・定期検査中、３台ある蒸気発生器（ＳＧ）の伝熱管全数について、渦流探傷検査を実

施したところ、Ｂ－ＳＧの伝熱管１本、Ｃ－ＳＧの伝熱管１本について、管支持板部

付近に外面（２次側）からの減肉とみられる有意な欠陥信号が認められた。 

 ・小型カメラを用いて当該伝熱管の外観を調査した結果、Ｂ－ＳＧ伝熱管に幅約４ｍｍ、

Ｃ－ＳＧ伝熱管に幅約１ｍｍと約４ｍｍの周方向のきずがあることを確認した。 

 ・原因として異物が接触し、摩耗減肉した可能性が考えられることから、ＳＧ内部およ

びＳＧブローダウン系統に異物が残存していないか調査した結果、Ｃ－ＳＧおよびＡ

－ＳＧの流量分配板上で異物（金属片）が確認した。工場調査の結果、金属片は配管

等に使用されているうず巻ガスケットの一部である可能性があると推定した。 

 ・今回見つかった金属片が伝熱管をきずつけた可能性について調査するとともに、引き

続き、ＳＧ器内およびＳＧブローダウン系統の点検を行う予定である。 

（令和２年２月 18 日、２月 28 日、４月 17 日  発表済） 
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３．原子力規制委員会への申請状況（令和２年５月１日時点） 

（１）新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント 
発電所 申請 申請日 補正書提出日 許認可日 

敦賀 ２号機 

原子炉設置変更許可 H27.11. 5 - - 

工事計画認可 - - - 

保安規定変更認可 H27.11. 5 - - 

美浜 ３号機 

原子炉設置変更許可 H27. 3.17 H28. 5.31,H28. 6.23 H28.10. 5 

工事計画認可 H27.11.26 
H28. 2.29,H28. 5.31，
H28. 8.26,H28.10. 7 

H28.10.26 

保安規定変更認可 H27. 3.17 R 元. 7.31 R 2. 2.27 

大飯 ３、４号機 

原子炉設置変更許可 H25. 7. 8 
H28. 5.18,H28.11.18, 
H29. 2. 3,H29. 4.24 

H29. 5.24 

工事計画認可 
H25. 7. 8 
H25. 8. 5※1 

H28.12. 1,H29. 4.26, 
H29. 6.26,H29. 7.18, 
H29. 8.15 

H29. 8.25 

保安規定変更認可 H25. 7. 8 H28.12. 1,H29. 8.25 H29. 9. 1 

高浜 

１、２号機 

原子炉設置変更許可 H27. 3.17 
H28. 1.22,H28. 2.10, 
H28. 4.12 

H28. 4.20 

工事計画認可 H27. 7. 3 
H27.11.16,H28. 1.22, 
H28. 2.29,H28. 4.27, 
H28. 5.27 

H28. 6.10 

保安規定変更認可 R元. 7.31 - - 

３、４号機 

原子炉設置変更許可 H25. 7. 8 
H26.10.31,H26.12. 1, 
H27. 1.28 

H27. 2.12 

工事計画認可 
３号機 

H25. 7. 8 
H25. 8. 5※2 

H27. 2. 2,H27. 4.15, 
H27. 7.16,H27. 7.28 

H27. 8. 4 

４号機 
H25. 7. 8 
H25. 8. 5※2 

H27. 2. 2,H27. 4.15, 
H27. 9.29 

H27.10. 9 

保安規定変更認可 H25. 7. 8 H27. 6.19,H27. 9.29 H27.10. 9 

※１ H28.12.1 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。 

※２ H27. 2.2 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた。 

 

特定重大事故等対処施設の設置※１ 

発電所 申請 申請日 補正書提出日 許認可日 

美浜 ３号機 原子炉設置変更許可 H30. 4.20 R 2. 4. 1 - 

大飯 ３、４号機 
原子炉設置変更許可 H31. 3. 8 R 元.12.26,R 2. 2. 5 R 2. 2.26 

工事計画認可※２ R 2. 3. 6 R 2. 4.14 - 

高浜 

１、２号機 

原子炉設置変更許可 H28.12.22 H29. 4.26,H29.12.15 H30. 3. 7 

工事計画認可※２ 

H30. 3. 8 

H30.10. 5,H31. 2.19, 

H31. 3.20,H31. 4. 9, 

H31. 4.19 

H31. 4.25 

H30.11.16 
R 元. 5.31,R 元. 8. 2, 

R 元. 8.21 
R 元. 9.13 

H31. 3.15 R 元. 8. 2,R 元. 9.27 R 元.10.24 

R 元. 5.31 R 元.12.25,R 2. 2.13 R 2. 2.20 

３、４号機 

原子炉設置変更許可 H26.12.25 H28. 6. 3,H28. 7.12 H28. 9.21 

工事計画認可 H29. 4.26 
H30.12.21,H31. 4.26, 

R 元. 7.17,R 元. 7.30 
R 元. 8. 7 

保安規定変更認可 R 2. 4.17 - - 
 
※１ 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷し

た場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設 

本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。 

※２ 複数回に分割して申請 
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（２）運転期間の延長に係る申請を行ったプラント 
発電所 申請 申請日 補正書提出日 認可日 

美浜 ３号機 
運転期間延長認可（運転期間 60年）※ H27.11.26 

H28. 3.10,H28. 5.31, 
H28. 8.26,H28.10.28 

H28.11.16 

保安規定変更認可（高経年化技術評価など） H27.11.26 
H28. 3.10,H28. 5.31, 
H28. 8.26,H28.10.28 

H28.11.16 

高浜 １、２号機 

運転期間延長認可（運転期間 60年）※ H27. 4.30 
H27. 7. 3,H27.11.16, 
H28. 2.29,H28. 4.27, 
H28. 6.13 

H28. 6.20 

保安規定変更認可（高経年化技術評価など） H27. 4.30 
H27. 7. 3,H27.11.16, 
H28. 2.29,H28. 4.27, 
H28. 6.13 

H28. 6.20 

 
※ 原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に限り

20 年を上限として延長が可能とされている。 
 

 

４．燃料輸送実績（令和２年４月４日～５月１日） 

＜新燃料輸送＞ 

 なし 
 
＜使用済燃料輸送＞ 

 なし 

 

 

５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（令和２年４月４日～５月１日） 

 なし 

 

 

  



 
 

（参考） 

１．記者発表実績（令和２年４月４日～５月１日） 

年月日 番号 概 要 

R２.４.17 ２ 
高浜発電所３号機の定期検査状況について 

（蒸気発生器伝熱管の過流探傷検査結果に対する調査状況の続報） 

 

 

２．主な出来事（令和２年４月４日～５月１日） 

年月日 概 要 

R２.５.１ 

県は、関西電力の水田原子力事業本部長代理から、新型コロナウイルスの感染

が拡大している状況等を踏まえ、大飯発電所３号機の定期検査の開始を当初予

定の５月８日から２～３か月延期するとの報告を受けた。これに対し県は、引

き続き県民行動指針を徹底するよう求めた。 

 

 

 


